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第５７号 （令和元年５月８日） 

https://www.nenkin.go.jp/ 

アカウント名（ @Nenkin_Kikou ） 

          「平成」と「令和」を跨ぐことと

なった大型連休でしたが、思い思いの時間を過ごすこと

はできましたでしょうか。新年度も早１か月が過ぎ、 

新しい環境と大型連休明けで疲れを感じやすい時期です。

皆様方も体調管理には、十分に気を付けてください。 

 さて本号では、障害状態確認届（診断書）等の手続き

の変更点のお知らせのほか、４月２０日に執り行われた

「市区町村国民年金事業功績厚生労働大臣表彰」の様子

を掲載しておりますので、是非ご覧ください。 

 引き続き、市区町村の皆様方との「かけはし」となる

よう努めてまいりますので、ご理解とご協力をよろしく

お願いいたします。 

 

障害年金センター 

第 ９ 回 ! 

 平素より年金事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 「障害年金講座」コーナーでは、市区町村の皆様方向けに、障害年金に関する窓口事務で

の注意点やよくある返戻事例等、さまざまな情報をお届けしております。 

 毎号、市区町村の皆様方の日々の業務にお役立てできるよう努めてまいりますので、今後

ともよろしくお願いいたします。 

  

さて、今回のテーマは、                             です！ 診断書確認時の留意事項 
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診断書確認時の留意事項（肢体の障害用） 
 

 今回は肢体の障害用診断書（様式第１２０号の３）を確認する場合の留意事項について

お知らせします。 

 

 
 
 
 
 
※ 言語障害もあるときは、「言語機能の障害用」の診断書も必要になります。 

 

 なお、「かけはし」第５５号でも掲載しましたが、診断書共通のチェック項目は以下の

とおりです。 

肢体の障害用診断書を使用する主な傷病名 

 上肢又は下肢の離断（切断）、上肢又は下肢の外傷性運動障害、脳梗塞、脳出血、重症

筋無力症、関節リウマチ、脊髄損傷、筋ジストロフィー、変形性股関節症、変形性膝関節

症、線維筋痛症 など 

【チェック項目】  

（１） 
診断書にかかる診断書の作成年月日、医療機関の名称及び所在地、診療担当科名、
医師の氏名及び押印の漏れがないこと。 

（２） 
診断書に記入されている受診者の氏名、生年月日、性別及び住所が年金請求書に記
入されている氏名等と一致していること。 

（３） 

診断書の①欄～⑨欄の記載事項（障害の原因となった傷病名、初めて医師の診療を
受けた日等）は、記入漏れがないこと。また、診断書の様式は傷病名・障害が現れ
ている部位・状態からみて合致していること。 

（４） 
障害の状態（平成     年     月     日現症）欄についてはいつの時点の障害の状態で
あるか判断する上で重要な事項となるので、記入漏れがないこと。 

（５） 

診断書の「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」は、障害の程度の認定にあ
たって重要な意味を持つので、現症時において日常生活がどのような状況であるか、
また、どの程度の労働ができるか等の記入がされていること。 

（６） 
「予後」は診断時点において断定できない場合であっても、「不詳」等の記入がさ
れていること。 

（７） 

診断書の様式が改正された場合は、旧様式を適宜補正するか、又は改正後の診断書
を使用すること。 
なお、診断書指定様式に記入しないで提出する場合（パソコン等で作成する場合な
ど）は、紛失、混在等を防止するため、診断書は両面印刷で作成してもらうこと。
（やむを得ない事情により、片面印刷（２枚）になる場合は、割り印を押印しても
らうか、それぞれに医療機関の名称、所在地、診療科目、医師の自筆の署名、押印
をしてもらうこと。なお、割り印は診断書を作成した医師の印で割るか、医療機関
名の印で割ること。） 

（８） 
診断書を訂正した場合は、訂正箇所に必ず作成医師の訂正印が押印されていること。 
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表面 
①～⑩欄の記載事項（障害の原因となった傷病名、 
初めて医師の診療を受けた日等）に記入漏れがないか。 

②と③欄の「本人の申立て」に○が付されて
いる場合は、（ ）内にその申立て年月日
が記入されているか。 

※本人が申し立てている初診日について、
初診時に聞き取ったものか、最近聞いたもの
かを判断するために必要です。 

（平成 年 月 日現症）の欄が記入されているか。 
※いつの時点の障害の状態であるか判断するうえで
重要な事項となるため、記入漏れがないこと。 

脳血管障害等で、初診日から起算して１年６月を
経過する前に障害認定日（傷病が治った状態）と
して請求する場合は治った日が記入されているか。 
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脊柱の障害の場合は、⑫欄が記入されているか。 

⑮欄の「手（足）指関節の他動可動域」は、
障害が右（左）の場合は健側についても記
入されているか。 

※健側と対比して認定するため必要です。 

上肢・下肢の切断（離断）、変形、脳血
管疾患（脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、
脳血栓症等）による機能障害がある場合

は⑪欄と⑭欄が記入されているか。 

変形性股関節症等により、人工骨頭や人工関節の挿入置換術を行っている場合
は、この欄が記入されているか。 
※人工骨頭や人工関節の挿入置換術を行っている日が、その施術の原因（要

因）となった傷病の初診日から起算して１年６月を経過する前である場合は、挿
入置換術日が障害認定日となります。 



部位が股関節の場合は、「股
関節屈曲値」は、１又は２の
いずれの測定によるものか○が

付されていること。 

⑯欄の「関節可動域及び筋力」は、障害が右
（左）の場合は健側についても記入されているか。 
※健側と対比して認定するため必要です。 

診断書の作成年月日は漏れがないか。 
診断書の作成年月日≧⑪⑯欄の現症年月日となっていること。 

⑰欄の「四肢長及び四肢囲」は、障害が右
（左）の場合は健側についても記入されて
いるか。 

※健側と対比して認定するため必要です。 

（平成 年 月 日 現症）の欄が記入されているか。 
※いつの時点の障害の状態であるか判断するうえで、
重要な事項となるため、記入漏れがないこと。 

⑳欄の「その他の精神・身体の障害の状態」に症
状の記載がある場合は、必要に応じて診断書の
提出を確認する。 

（例）高次機能障害や言語障害を併せて請
求する場合など。 
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裏面 

⑱欄の「日常生活における動作の障害の
程度」のa～qまでは、「○」、「○△」、
「△×」、「×」のいずれかの記号が記入され

ているか、r～tまでは、ア～エに該当する状
態に○が付されているか、補助用具は使
用しない状態で記入されているか。 

㉒欄「予後」は、診断時点において断定できない
場合にあっても、「不詳」等と記入されているか。 

補助用具を使用している場合は、その使用
状況が⑲欄に記入されているか。 

㉑欄「現症時の日常生活活動能力及び労働能
力」は、現症時において日常生活がどのような状
況であるのか、また、どの程度の労働ができるのか

等が記入されているか。 
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⑨欄に、該当した日（起算日）が記入されているか。 
 
（例1）「平成○○年○○月○○日意識障害を呈して昏睡となる」 

（例2）「平成○○年○○月○○日遷延性植物状態の診断基準の６項目に該当した。」など 

「治った日」が記入されているか。 
 
起算日と治った日は３月以上経過しているか。

（例えば平成30年12月31日から起算して
３か月を経過した日は平成31年3月31日と
なります。） 

 「遷延性植物状態」は、次の①～⑥に該当し、かつ、それが３月以上継続しほぼ固定

している状態のことを言います。遷延性植物状態（障害認定日）の起算日は、診断基準

の６項目に該当した日になります。 

＜遷延性植物状態の診断基準の６項目＞ 

  ①自力で移動できない         ②自力で食物を摂取できない 

  ③糞尿失禁をみる           ④目で物を追うが認識できない 

  ⑤簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通ができない 

  ⑥声は出るが意味のある発語ではない 

１ 

２ 
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遷延性植物状態により初診日から１年６月以内に障害年金の請求があった場合の 
診断書チェックポイント！ 

⑦欄の「治った日」（障害認定日）以降３月以内であるか。 ３ 
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機構からの連絡 

各種取組事業のスケジュールについて 
（事業推進統括部） 

 平素より年金事業にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 日本年金機構において、平成３１年４月から令和元年７月に実施を予定している取組

事業や各種発送物の送付時期につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 

 ※ 変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

（ ●…毎年定例の実施分  ●…今回限りの単発実施分  ●…新規の実施分 ） 

● 統合通知書（年金振込通知書・年金額改定通知書）の送付 

令和元年 ６月 

● ２０歳前障害基礎年金の受給権者に対し、所得状況届の原則省略及び診断書提出時期 

  の変更に関するお知らせ（はがき）を送付（5月末） 

 → 詳細は、本号８頁～９頁をご確認ください。 

令和元年 ５月 

● 国民年金保険料納付書の送付（４月定時分） 

● 国民年金学生納付特例ターンアラウンド申請用紙の送付 

 → 詳細は、「かけはし」第５５号の１０頁～１５頁をご確認ください。 

● 国民年金第１号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度の開始 

 → 詳細は、「かけはし」第５６号の４頁をご確認ください。 

平成３１年 ４月 

● 国民年金保険料納付書の送付（７月定時分・過年度分） 

令和元年 ７月 
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産前産後期間の保険料免除の届書報告書追加に伴う、システム改修への 

ご理解とご協力をお願いします！                       （事業企画部） 

 平素より年金事業にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 

 

平成３１年４月より、産前産後期間の保険料免除の届書報告書の「電子媒体」での提

出が可能となっておりますので、届書を追加するためのシステム改修のご検討、ご協

力をお願いします。 

処理結果一覧表の電子媒体化に対応している市区町村におかれましては、産前産後免

除の処理結果一覧表を取り込むためのシステム改修のご検討、ご協力をお願いします。  

 

 

 

産前産後免除の届書報告書を電子媒体の対象に追加するためのシステム改修費用及び、

産前産後免除の処理結果一覧表を電子媒体で取り込むためのシステム改修費用は、 

交付金による補助（一部または全部）を予定しています。 

システム改修を予定している場合は、年金局事業管理課交付金係からの「平成３１年

度国民年金等事務取扱交付金の所要見込額等の調査」をご確認いただき、調査票への

回答をお願いいたします。 

 

 今後とも、電子媒体化にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 平成３１年４月より、産前産後免除の届書報告書が追加されました 

 システム改修費用の交付金による補助 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8z96q9drVAhVSNrwKHYJuBMgQjRwIBw&url=http://free-illustrations.gatag.net/tag/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88&psig=AFQjCNGsKRaMjccpbW1BEDj8CwvxGwHlYg&ust=1502944083433546
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障害状態確認届（診断書）等の手続きが変わります 

（年金給付部） 

１．障害状態確認届（診断書）、障害給付額改定請求書に添付する診断書の 
  作成期間が１か月以内から３か月以内になります。 

 平成３１年３月２８日に厚生労働省年金局より障害年金事務の改善に関する「国民年

金法施行規則等の一部を改正する省令等の施行に伴う事務取扱」が発出されました。 

 それに伴い、障害状態確認届の作成期間の変更、２０歳前障害基礎年金の所得審査の

方法等が変更となります。 

 主な変更内容は、以下のとおりです。 

障害状態確認届（診断書）の変更点 

障害状態確認届（診断書）の作成期間が提出期限１か月以内から３か月以内に

拡大されます。 

これまで誕生月の前月末頃に送付していた障害状態確認届（診断書）の用紙は、

今後誕生月の３か月前の月末に日本年金機構より送付します。 

提出期限が令和元年８月以降となる方が対象となります。 

障害給付額改定請求書の変更点 

これまで、障害給付額改定請求書には、提出する日前１か月以内の障害の状態

を記入した診断書を添えることとされていましたが、変更後は提出する日前３

か月以内の障害の状態を記入した診断書を添えていただくことになります。 

令和元年８月以降の請求分が対象となります。 

２．２０歳前障害基礎年金の所得状況届の提出が不要になります。 
 

所得状況届の変更点 

日本年金機構は、市区町村から所得情報の提供を受けることが可能となるため、

所得状況届（ハガキ）は、今後は原則として提出いただく必要がありません。 

日本年金機構が前年分の所得情報の提供が受けられないときは、これまでどお

り所得状況届の提出が必要となりますので、受給者の方へ届出に関する必要な

案内を送付します。 



9 May2019＜Vol.57＞    

【変更後の次回診断書提出予定月】 

お客様に既にご案内している 

次回診断書提出予定年月 

変更後の 

次回診断書提出予定年月 

平成３１年７月 令和元年７月以降の最初の誕生月 

平成３２年７月 令和２年７月以降の最初の誕生月 

平成３３年７月 令和３年７月以降の最初の誕生月 

平成３４年７月 令和４年７月以降の最初の誕生月 

平成３５年７月 令和５年７月以降の最初の誕生月 

平成３６年７月 令和６年７月以降の最初の誕生月 

３．２０歳前障害基礎年金の障害状態確認届（診断書）の提出期限が変わります。 
 

障害状態確認届（診断書）の変更点 

これまで６月末頃に送付していた障害状態確認届（診断書）の用紙は、今後誕

生月の３か月前の月末に日本年金機構より送付します。今後は誕生月の末まで

に提出していただくことになります。 

障害状態確認届（診断書）の作成期間が提出期限１か月以内から３か月以内に

拡大されます。 

次回診断書予定年月については前回認定時にご案内していますが、下の表のと

おり変更となります。 

提出期限が令和元年８月以降となる方が対象です。 
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特別徴収事務ご担当者様へ 

（年金給付部） 

介護保険料・国民健康保険料（税）・後期高齢者医療保険料・個人住民税の 
特別徴収担当課へ、ぜひ回覧くださいますようお願い申し上げます。 

公的年金からの介護保険料等の特別徴収における情報交換の留意事項 
 
 平素より年金事業にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 
 公的年金からの特別徴収は、特別徴収依頼通知処理（年次）と各種異動情報（月次）
に基づき行っており、国民健康保険団体連合会、国民健康保険中央会及び地方税電子化
協議会（以下、「経由機関」という。）を通じて日本年金機構へ通知をいただいている
ところです。 
 その中でも、特別徴収依頼通知処理（年次）の情報交換は、１年間の特別徴収の実施
の可否や徴収金額をお知らせいただく大変重要な通知となります。 
 新年度になり、担当者の方が替わられるなど新たに特別徴収事務をご担当される皆様
に、公的年金からの特別徴収における留意事項等をご紹介いたしますので、ご留意くだ
さるようお願いいたします。  

◆◆過去の年次情報交換において、適正に特別徴収ができなかった事例◆◆ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 金額や通知コード等の設定誤りもしくはデータ送信漏れにより、日本年金機構において
特別徴収依頼情報が収録できなかった場合、その対象者については特別徴収を行うことが
できなくなり、「普通徴収」でご対応いただくことになります。 
 そのため、特別徴収依頼通知処理（年次）においては、細心の注意を払い、通知の作成
及び送信を行ってくださいますようお願いいたします。 

 特別徴収の開始を依頼するため、特別徴収対象者（コード01-01）として特別徴収
依頼通知を作成すべきところを、システム操作の誤り等により、特別徴収非対象
（コード01-03）として作成してしまった。 
 
 特別徴収の開始を依頼するため、特別徴収対象者（コード01-01）として特別徴収
依頼通知を作成したが、（委託業者が）経由機関へのデータ送信を漏らしてしまった。 
 
 特別徴収依頼通知を作成する際、日本年金機構から受信したデータを基に作成する
が、変更してはいけない氏名、生年月日、住所等を変更して作成してしまった。 
 
 当年（平成３１年）に作成した特別徴収依頼通知を送信すべきところ、システム操
作の誤り等により、前年（平成３０年）に作成した特別徴収依頼通知を送信してし
まった。 
 
 介護保険料等の特別徴収依頼金額の設定を行う際、端数を含む金額は各種金額欄
「金額１」へ設定すべきところ、各種金額欄「金額２」へ設定してしまった。 
 
 住所地特例対象者（コード01-02）として特別徴収依頼通知を作成すべきところ、
特別徴収対象者（コード01-01）として作成してしまった。 

事例1 

事例2 

事例3 

事例4 

事例5 

事例6 
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！ご注意ください ≪「死亡」を原因とする資格喪失等通知に関する注意点≫！ 
 
 特別徴収各種異動情報の資格喪失等の通知について、死亡（コード41-01）を原因
とする資格喪失等通知は、公的年金からの特別徴収を停止するとともに、年金の支払い

も停止しますので、通知の際は、十分ご注意ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 特に「転出」による資格喪失を誤って「死亡」と通知されているケースやシステム上
の初期設定値であるということで「死亡」と通知されているケースが多く見受けられま
すので、資格喪失通知を作成する際は喪失事由をご確認の上、作成してください。 

「振込先金融機関変更届」の口座変更スケジュールについて 
 
 特別徴収した保険料（税）についての、振込先金融機関の口座名義人が変更になった場
合は、「振込先金融機関変更届」の提出が必要になります。「振込先金融機関変更届」を
ご提出していただいてから、概ね３ヶ月後に、変更後の口座への振込が開始されます。 
 なお、個人名を含んだ口座名義（例：会計管理者○○ △△）は、変更届の不備等によ
り振込不能となる恐れがあるため、極力個人名を含まない口座名義（例：会計管理者）と
されることをお勧めします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 届書様式及び詳細は、日本年金機構ホームページのトップページから『年金Ｑ＆Ａ』→
『年金の受給』→『全てに共通する制度』→『年金からの介護保険料などの徴収』をク
リックして、ご確認いただきますよう、お願いいたします。 

N 月 N＋１月 N＋２月 N＋３月 

変更届締切 原簿更新 

年金支払処理 年金支払日 
保険料（税）徴収 

変更後の口座への 
保険料（税）振込 

４１－０１ 資格喪失等通知（死亡） 

４１－０２ 資格喪失等通知（転出） 

４１－０３ 資格喪失等通知（市町村の特別事情） 

４１－０４ 資格喪失等通知（適用除外） 

介護保険料等特別徴収にかかる情報交換に関する市区町村様からのお問合せ先 
 
日本年金機構 年金給付部 給付業務調整室 給付業務調整グループ 03-5344-1100（代表） 
※年金受給権者からのお問合せ先は、お近くの年金事務所または年金ダイヤル（0570-05-1165）をご案内願います。 
 
日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp）に、特別徴収に関するＱ＆Ａを掲載しています。 
年金受給者の方がインターネットをご利用可能であれば、ぜひご案内ください。 
トップページ⇒上部メニュー「年金Ｑ＆Ａ」⇒「年金の受給」 ⇒「全てに共通する制度」⇒「年金からの介護保険料な
どの徴収」 
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マイナンバーを活用した情報連携による事務処理の試行運用を行っています 

（刷新プロジェクト推進室） 

May2019＜Vol.57＞    

年金関係のマイナンバーを活用した情報連携については、平成３１年４月１５日を連携
開始日として、日本年金機構（以下「機構」という）から地方公共団体等への情報照会
の試行運用を開始しました。 

 
試行運用については、以下の観点から実施しています。 

 ・情報連携により取得する情報の正確性の確認 
 ・情報連携にかかる事務の処理を行う者（機構職員）の業務の習熟 
 

試行運用期間中においては、届書などの提出時に引き続き添付書類などを求めたうえで、
機構において情報連携も併せて実施し、添付書類などの情報と突合せを行います。 

 
試行運用期間中の市区町村における国民年金事務は、変更ありません。 

 
機構から地方公共団体等への情報照会の本格運用は、一定期間の試行運用の実施後、順
次移行する予定としており、具体的な移行日時、対象手続等は、試行運用の状況等を踏
まえて決定することになります。 

試行運用・本格運用スケジュール 

Ⅰ.国民年金関係業務（国民年金保険料免除、納付猶予申請書など） 

Ⅱ.年金給付関係業務（年金請求書の審査など） 

 

Ⅲ.年金生活者支援給付金関係業務（給付金請求書の審査など） 

 

拠点 取得情報 スケジュール 

事務センター 
①住民票 
②地方税 
③雇用保険 

拠点 取得情報 スケジュール 

年金事務所 

①住民票 
②地方税 
③雇用保険 
④労働者災害補償 
⑤地方公務員災害補償 

拠点 取得情報 スケジュール 

年金事務所 
①住民票 
②地方税 

31.4 

試行運用開始 本格運用開始 

31.4 

試行運用開始 本格運用開始 

31.６ 

試行運用開始 本格運用開始 
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 平成３１年４月２０日に平成３１年度市区町村国民年金事業功績厚生労働大臣表彰が行
われました。 
 この表彰は、国民年金事業に対する功績が特に顕著であって、他の模範と認められる市
区町村に対し、厚生労働大臣表彰を行い、その功績を称え労苦に報いるとともに、あわせ
て国民年金事業の発展に寄与することを目的とするもので、平成２９年度から始まったも
のです。 

 今年度の被表彰者は、埼玉県川口市、三重県松阪市、島根県益田市、岡山県高梁市、
鹿児島県指宿市の５市となりました。 
 受賞された自治体のみなさま、おめでとうございます！ 

 

  

～表彰式の様子～ 

１．埼玉県川口市  （左上） 

２．三重県松阪市  （左下） 

３．島根県益田市  （右上） 

４．岡山県高梁市  （右中央） 

５．鹿児島県指宿市 （右下） 

May2019＜Vol.57＞    

年金局からの連絡 

市区町村国民年金事業功績 
厚 生 労 働 大 臣 表 彰 
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以下、表彰された市区町村の取り組みをご紹介いたします。 

市区町村 取り組み 

川口市 
（埼玉県） 

 
納付率 55.2％ 

 外国人向けに税と年金の講習会を毎年開催し、適正な適用及び納付・免
除手続きを勧奨。（川口市の在留外国人総数は全国３位） 

 受給資格期間が短縮された際には、受給もれ防止のため、福祉事務所と
連携し、積極的に該当者への勧奨・請求書の回収を実施。 

松阪市 
（三重県） 

  
納付率 72.1％ 

 年金事務所と連携して、市民に対する出前講座だけでなく、生活保護担
当課への年金研修を定期的に実施する等、市役所内外で年金制度・手続
きへの理解を深める取組を実施。 

 国民年金以外の窓口に訪れた方に対する年金相談予約制度の確実な案内
や市内７万世帯への周知チラシの回覧・配布を通じて、年金相談予約制
度の普及に協力。 

益田市 
（島根県） 

 
納付率 82.1％ 

 窓口でのワンストップ手続きの体制が構築されており、死亡手続き時に
は遺族年金等の各種請求の案内や説明・厚生年金の未支給請求書の受付
等を積極的に実施。 

 市の広報誌へ毎月「国民年金だより」を掲載。また、毎月２回出張年金
相談を実施。 

高梁市 
（岡山県） 

  
納付率 84.4％ 

 窓口における前納、口座振替の獲得、免除勧奨を積極的に行っており、
豪雨災害による納付督励の中断にもかかわらず、高い納付率を維持。
（対前年同月比＋2.88％：12月末現在） 

 毎月ケーブルテレビ（加入率75％）による年金制度及び年金相談予約制
度の広報を１日３回１週間連続で放送。 

 管轄の高梁年金事務所のH29’現年度納付率は全国第３位 

指宿市 
（鹿児島県） 

 
納付率 72.3％ 

 免除勧奨通知の開封率向上のため、年金事務所と連携して、市の封筒を
活用した免除勧奨を実施。前年度比1.5倍の免除を獲得。 

 市内の県立高校等（３校）に「わたしと年金」のエッセイを配布し、
ホームルーム等で周知。 

▲謝辞を述べられる高梁市の三上部長 

▼被表彰市町村の皆様（後列は管轄年金事務所長） 

【表彰市区町村の主な取り組み】 

May2019＜Vol.57＞    
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広報の広場 
市区町村広報紙の原稿にご利用ください！ 

 年金ポータルは、年金に関する情報をインターネット上で容易に見つけられるために、

厚生労働省が作成したポータルサイトです。 

 このポータルサイトでは自分の日常生活の中のシーンに合わせたテーマや、年金制度の

基本的な仕組みについて、さまざまな関係機関のホームページから情報を探すことができ

ます。 

 専門用語をできるだけ使わずに、図やイラストによる解説でシンプルに説明しており、

年金について知りたいことがすぐに探せる「入口」としてご利用いただけます。 

   

 

  年金ポータルへのURLアドレスは、次のとおりです。 

  URL www.mhlw.go.jp/nenkinportal/ 

年金について知りたいことがすぐに探せる 
「年金ポータル」をご利用ください！ 
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【お願い】各市町村ホームページと年金ポータルのリンクのお願い 
  各市町村の国民年金に関するホームページとのリンクしていただける場合には、 
 専用バナーを提供しますので、年金局総務課企画係までお問い合わせください。 

連絡先：０３－５２５３－１１１１（内線３３１６） 



編集後記 

地域の独自情報 
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 帰省の度に新幹線を利用する筆者ですが、この連休は特に大混雑でした。事前の乗車予約

が欠かせない新幹線ですが、車両によって座席数が大幅に違っているみたいです。例えば

「のぞみ」の場合だと、１号車…65席、２号車…100席、３号車…85席だそう。（１号車

が少ないのは運転席があるからです。）予約の際に、参考にしてみてはいかがでしょうか？ 

 さて「かけはし」は、これからも皆様方のご意見とご要望をいただきながら、様々な情報

を提供していきたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。 
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